
一
頁

○
文
化
庁
告
示
第
八
十
六
号

著
作
権
法
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
四
十
八
号
）
第
九
十
三
条
の
三
第
一
項
、
第
九
十
四
条
の
三
第
一
項
及
び
第
九

十
六
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
れ
ら
に
規
定
す
る
円
滑
な
許
諾
の
た
め
に
必
要
な
情
報
で
あ
っ
て
文
化
庁

長
官
が
定
め
る
も
の
及
び
文
化
庁
長
官
が
定
め
る
方
法
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
三
年
十
一
月
二
十
四
日

文
化
庁
長
官

都
倉

俊
一

（
法
第
九
十
三
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
文
化
庁
長
官
が
定
め
る
情
報
）

第
一
条

著
作
権
法
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
四
十
八
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
九
十
三
条
の
三
第
一
項
に
規

定
す
る
文
化
庁
長
官
が
定
め
る
情
報
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
全
て
と
す
る
。

一

特
定
実
演
家
の
氏
名
（
芸
名
そ
の
他
氏
名
の
代
わ
り
に
用
い
ら
れ
る
も
の
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
又
は
名
称

二

前
号
の
特
定
実
演
家
が
権
利
を
有
す
る
実
演
に
係
る
実
演
家
の
氏
名

三

前
号
の
実
演
に
係
る
放
送
同
時
配
信
等
の
許
諾
の
申
込
み
を
受
け
付
け
る
た
め
の
連
絡
先

（
法
第
九
十
三
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
文
化
庁
長
官
が
定
め
る
方
法
）

第
二
条

法
第
九
十
三
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
文
化
庁
長
官
が
定
め
る
方
法
は
、
実
演
に
係
る
活
動
の
支
援
を
業

務
と
す
る
法
人
（
法
第
二
条
第
六
項
に
規
定
す
る
法
人
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
で
あ
っ
て
法
第
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九
十
三
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
実
演
家
が
所
属
す
る
も
の
（
特
定
実
演
家
が
法
人
で
あ
る
場
合
は
、
当
該

法
人
）
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
に
前
条
各
号
の
情
報
を
掲
載
す
る
方
法
と
す
る
。

（
法
第
九
十
四
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
文
化
庁
長
官
が
定
め
る
情
報
）

第
三
条

法
第
九
十
四
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
文
化
庁
長
官
が
定
め
る
情
報
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
全

て
と
す
る
。

一

商
業
用
レ
コ
ー
ド
の
名
称

二

前
号
の
商
業
用
レ
コ
ー
ド
に
録
音
さ
れ
た
実
演
に
用
い
ら
れ
た
著
作
物
の
題
号

三

特
定
実
演
家
の
氏
名
又
は
名
称

四

前
号
の
特
定
実
演
家
が
権
利
を
有
す
る
実
演
に
係
る
放
送
同
時
配
信
等
の
許
諾
の
申
込
み
を
受
け
付
け
る
た
め

の
連
絡
先

（
法
第
九
十
六
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
文
化
庁
長
官
が
定
め
る
情
報
）

第
四
条

法
第
九
十
六
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
文
化
庁
長
官
が
定
め
る
情
報
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
全

て
と
す
る
。

一

商
業
用
レ
コ
ー
ド
の
名
称

二

前
号
の
商
業
用
レ
コ
ー
ド
に
録
音
さ
れ
た
著
作
物
の
題
号

三

第
一
号
の
商
業
用
レ
コ
ー
ド
に
係
る
法
第
九
十
六
条
の
二
に
規
定
す
る
権
利
（
放
送
同
時
配
信
等
に
係
る
も
の
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に
限
る
。
）
を
有
す
る
者
の
氏
名
又
は
名
称

四

第
一
号
の
商
業
用
レ
コ
ー
ド
に
係
る
放
送
同
時
配
信
等
の
許
諾
の
申
込
み
を
受
け
付
け
る
た
め
の
連
絡
先

（
法
第
九
十
四
条
の
三
第
一
項
及
び
第
九
十
六
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
文
化
庁
長
官
が
定
め
る
方
法
）

第
五
条

法
第
九
十
四
条
の
三
第
一
項
及
び
第
九
十
六
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
文
化
庁
長
官
が
定
め
る
方
法
は
、

一
般
社
団
法
人
音
楽
情
報
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
協
議
会
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
（
著
作
権
又
は
著
作
隣
接
権
を
有
す
る
者

を
検
索
す
る
た
め
に
用
い
ら
れ
る
も
の
に
限
る
。
）
に
第
三
条
各
号
及
び
前
条
各
号
の
情
報
を
掲
載
す
る
方
法
と
す

る
。
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附

則

こ
の
告
示
は
、
令
和
四
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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